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免責事項

本調査は、資源エネルギー庁と当法人との間で締結された令和6年6月18日付け契約書に基づき、公開情報を基に実施したものでありま

す。調査結果の妥当性について、当法人として、保証を与えるものでも、意見を述べるものでもありません。

また、外国語の情報等については、利用者の便宜の用に供するため当法人にて日本語に翻訳したものであり、常に原文が優先することにご

留意下さい。なお、本報告書の発行後に、関連する制度やその前提となる条件について、変化が生じる可能性があります。
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相対取引の仕組み（PJM）

第7回検討会では、相対取引の形態として、IBT（Internal Bilateral Transaction）が

紹介された

*1 出所：三菱総合研究所、米国・PJMにおける相対取引の運用について・第7回検討会での意見へのご回答、2024年3月18日、https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_en

vironment/doji_shijo_kento/pdf/007_03_02.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/007_03_02.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/007_03_02.pdf
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相対取引の仕組み（CAISO、ERCOT）*1

電力

金銭

◼ CAISOでは、 Inter-SC Tradeという相対取引の精算スキームが整備されている。下記の図はSC（Scheduling Coordinator*2）A に紐づく発電と、 

SC B に紐づく小売間の、 Inter-SC Tradeを介した取引の構造を示している。

*1 出所：CAISO、Inter-SC Trades for California ISO Nodal Market Tutorial Version 1.3、2009年8月、p.5-6、 https://www.caiso.com/documents/sibrinter-sctrades_i

st_tutorial.pdf

出所：CAISO、Day-Ahead Market Overview Session 2、2020年1月、p.42、https://www.westerneim.com/Documents/ExistingDay-AheadMarketOverviewPartTw

o.pdf

*2 Scheduling Coordinatorとは、CAISO市場において、電力の供給者や需要者を代表して取引やスケジューリングを行う主体である。CAISO市場に参加するには、市場参加を希望

する者が自らSC（Scheduling Coordinator）としてCAISOから認定を受けるか、CAISOが認定した既存のSCを通じて市場取引を行う必要がある。

*3 米国電力市場の会計専門家へヒアリングを実施した。

Scheduling

Coordinator A

CAISO

Scheduling

Coordinator B

市場からの

買電

Inter-SC Tradeによる市場取引の相殺

発電・小売間のLMPが異なる場合は、小売

側の相殺額は、発電側の金額に合わせる

契約価格に基づく支払い、電力の受け渡し

市場への

売電

発電 小売

CAISOやERCOTでも、ISO/RTOを介して相対取引を精算するスキームが整備されており、

PJMのIBTと類似している

－Inter-SC Tradeを介した相対取引の構造（CAISO）－

◼ ERCOTでも、発電事業者と小売電気事業者の間の相対取引はISOを介する必要があり、以下の取引スキームになっていることをヒアリング*3で確認し

た。

➢ 発電事業者は、まず電力をISOに売り、ISOより発電事業者のノード単位の価格（LMP）で買い戻した後、小売電気事業者に相対契約の価格

で売る。

➢ 小売事業者は、発電事業者より相対契約により購入した電力をISOに売り、その後、必要な電力量をISOから買い戻す。

◼ これらのような、ISO/TRO等の市場を介して相対取引を行うスキームは、米国において一般的な取引形態であることをヒアリング*3で確認した。

https://www.caiso.com/documents/sibrinter-sctrades_ist_tutorial.pdf
https://www.caiso.com/documents/sibrinter-sctrades_ist_tutorial.pdf
https://www.westerneim.com/Documents/ExistingDay-AheadMarketOverviewPartTwo.pdf
https://www.westerneim.com/Documents/ExistingDay-AheadMarketOverviewPartTwo.pdf
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